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農
地
の
無
断
転
用
は
違
反
で
す

農
地
の
転
用
と
は

田
や
畑
な
ど
の
農
地
を
駐
車
場
や
資
材

置
場
（
一
時
的
な
場
合
を
含
む
）、住
宅
、

工
場
、
道
路
、
山
林
な
ど
耕
作
以
外
の

目
的
で
用
い
る
こ
と
を
農
地
の
転
用
と

い
い
ま
す
。

市
街
化
調
整
区
域
内
の
農
地
の
転
用
に

は
許
可
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
許
可
を

得
ず
に
使
用
す
る
と
無
断
転
用
と
な

り
、
法
律
違
反
と
な
り
ま
す
。

な
ぜ
許
可
が
必
要
な
の
か

農
地
は
お
米
や
野
菜
を
生
産
す
る
役
割

以
外
に
も
生
き
物
を
育
む
役
割
、
自
然

災
害
を
防
止
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
守
る
た
め
、
農
地
の
転

用
は
農
地
法
に
よ
る
規
制
が
か
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

無
断
転
用
す
る
と
ど
う
な
る
の

無
許
可
で
の
転
用
や
、
申
請
と
異
な
る

目
的
で
の
使
用
は
農
地
法
の
違
反
と
な

り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
都
道
府
県
知
事
等
は
農
地

へ
の
原
状
回
復
命
令
を
出
す
こ
と
が
で

き
、
従
わ
な
い
場
合
は
３
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

（
法
人
は
１
億
円
以
下
の
罰
金
）
が
課
せ

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

田
や
畑
に
家
を
建
て
た
い
、
資
材
置
場

と
し
て
借
り
た
い
と
い
わ
れ
た
際
は
、

農
地
が
所
在
す
る
農
業
委
員
会
窓
口
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

す
で
に
無
断
転
用
さ
れ
て
い
る
場
合

登
記
地
目
が
田
や
畑
な
ど
農
地
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
況
が
駐
車
場
や

資
材
置
場
な
ど
農
地
以
外
に
な
っ
て
い

る
場
合
は
過
去
に
無
断
転
用
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
相
続
し
た
土

地
が
無
断
転
用
さ
れ
て
い
た
例
も
あ
り

ま
す
の
で
、
無
断
転
用
が
明
ら
か
に

な
っ
た
場
合
は
至
急
、
農
業
委
員
会
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ
先　

農
業
委
員
会
事
務
局
（
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
）　
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お
願
い
し
ま
す
！ 

農
地
の
適
正
管
理

　

農
業
委
員
会
で
は
「
近
隣
の
農
地
が
荒

れ
て
い
て
困
る
」
な
ど
、
毎
年
多
く
の
相

談
や
苦
情
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

農
地
が
荒
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
な
る
と
、

病
害
虫
や
鳥
獣
被
害
の
発
生
原
因
と
な
り
、

周
辺
耕
作
農
地
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け

で
な
く
、
ゴ
ミ
を
不
法
投
棄
さ
れ
る
、
枯

草
火
災
が
発
生
す
る
な
ど
の
心
配
も
あ
り

ま
す
。

　

農
地
等
の
管
理
責
任
は
所
有
さ
れ
る
方

に
あ
り
ま
す
の
で
、
適
正
管
理
の
た
め
に

草
刈
り
は
、
最
低
年
３
回
（
春
・
夏
・
秋
）

お
こ
な
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
町
内
の
２
団
体
と

「
大
口
町
農
地
等
の
適
正
な
管
理
の
推
進
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
、
農
地
等
を
所

有
さ
れ
る
方
か
ら
農
地
等
の
維
持
管
理
に

関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
、
協
定
を

締
結
し
た
２
団
体
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

作
業
の
依
頼
は
、
直
接
農
地
等
を
所
有
さ

れ
る
方
か
ら
い
ず
れ
か
の
団
体
に
し
て
く

草が生い茂ってしまうと、耕作できる状態に再
生することも難しくなってしまいます

だ
さ
い
。

作
業
の
ご
依
頼
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団
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ア
ク
テ
ィ
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ル
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公
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大
口
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
・
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
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